
障がい者福祉課からのお知らせ
問障がい者福祉課☎２７－７３３１
吉田・大滝・荒川総合支所市民福祉課
吉田☎７２－６０８２　大滝☎５５－０８６５
荒川☎５４－２１１６

①
〜
⑤
の
手
当
、
医
療
費
に
つ
き
ま

し
て
は
、
す
で
に
受
給
さ
れ
て
い
る

方
は
、
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん

①
特
別
児
童
扶
養
手
当

対

象

一
定
の
障
が
い
（
※
）
が
あ

る
20
歳
未
満
の
子
ど
も
を
育
て
て
い
る

方※
特
別
児
童
扶
養
手
当
認
定
診
断
書
に

よ
り
一
定
の
障
が
い
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
た
方
（
お
お
む
ね
身
体
障
害
者

手
帳
１
級
〜
３
級
、療
育
手
帳
Ⓐ
、Ａ
、

Ｂ
を
お
持
ち
の
方
）
た
だ
し
、
同
居

の
家
族
に
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る

場
合
は
支
給
停
止

手
当
額

１
級　

月
額
５
１
，
５
０
０
円

２
級

月
額
３
４
，
３
０
０
円

※
対
象
児
童
が
社
会
福
祉
施
設
に
入
所

し
て
い
る
場
合
は
受
け
取
れ
ま
せ
ん
。

②
在
宅
重
度
心
身
障
害
者
手
当

対

象　

次
の
ど
ち
ら
か
に
該
当
す
る

方Ⅰ
在
宅
で
生
活
し
て
い
る
市
・
県
民
税

非
課
税
の
方
で
、
身
体
障
害
者
手
帳

１
級
・
２
級
、
療
育
手
帳
Ⓐ
・
Ａ
、

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
の

い
ず
れ
か
を
お
持
ち
の
方

Ⅱ 

20
歳
未
満
で
医
療
的
ケ
ア
を
必
要
と

・
内
部
障
が
い
お
よ
び
そ
の
他
疾
患
で
、

国
民
年
金
法
１
級
程
度
の
障
が
い
が

あ
り
、
絶
対
安
静
の
方

・
精
神
障
が
い
（
知
的
障
が
い
含
む
）

で
、
国
民
年
金
法
１
級
程
度
の
障
が

い
が
あ
り
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常

時
特
別
な
介
護
が
必
要
な
方

※
本
人
ま
た
は
扶
養
義
務
者
に
一
定
以

上
の
所
得
が
あ
る
場
合
は
、
一
定
期

間
支
給
停
止

手
当
額

月
額
２
６
，
８
３
０
円

【
次
の
方
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
】

・
社
会
福
祉
施
設
等
に
入
所
し
て
い
る

方
・
病
院
ま
た
は
診
療
所
に
継
続
し
て
３

か
月
を
超
え
て
入
院
し
て
い
る
方

⑤
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費

対

象　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

方・
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
〜
３
級
を
お

持
ち
の
方

・
療
育
手
帳
Ⓐ
、
Ａ
、
Ｂ
を
お
持
ち
の
方

・
精
神
障
害
者
保
険
福
祉
手
帳
１
級
を

お
持
ち
の
方

・ 

65
歳
以
上
で
高
齢
者
の
医
療
の
確
保

に
関
す
る
法
律
の
「
障
害
認
定
」
を

受
け
た
方

【
次
の
方
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
】

・ 

65
歳
以
上
で
新
た
に
手
帳
取
得
さ
れ

た
方（
更
新
に
よ
り
新
た
に
該
当
要
件

を
満
た
す
よ
う
に
な
っ
た
方
を
含
む
）

す
る
方
で
、
身
体
障
害
者
手
帳
１
級

ま
た
は
２
級
と
療
育
手
帳
Ⓐ
ま
た
は

Ａ
を
重
複
し
て
お
持
ち
の
方

（
他
の
手
当
を
受
け
て
い
て
も
対
象
）

手
当
額

月
額
５
，
０
０
０
円

【
次
の
方
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
】

・
Ⅱ
以
外
は
、
他
の
手
当
を
受
け
て
い

る
方

・
社
会
福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い
る
方

・ 

65
歳
以
上
で
新
た
に
手
帳
を
取
得
し

た
方

③
障
害
児
福
祉
手
当

対

象

障
が
い
が
あ
る
た
め
、
常
時

介
護
が
必
要
な
20
歳
未
満
の
方

※
本
人
ま
た
は
扶
養
義
務
者
に
一
定
以

上
の
所
得
が
あ
る
場
合
は
、
一
定
期

間
支
給
停
止

手
当
額

月
額
１
４
，
６
０
０
円

【
次
の
方
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
】

・
社
会
福
祉
施
設
等
に
入
所
し
て
い
る

方
・
障
害
基
礎
年
金
を
受
け
て
い
る
方

④
特
別
障
害
者
手
当

対

象

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
、

在
宅
で
生
活
し
て
い
る
20
歳
以
上
の
方

・
国
民
年
金
法
１
級
程
度
の
障
が
い
が

２
つ
以
上
あ
る
方

・
国
民
年
金
法
１
級
程
度
の
障
が
い
が

１
つ
あ
り
、
さ
ら
に
国
民
年
金
法
２
級

程
度
の
障
が
い
が
２
つ
以
上
あ
る
方

・
肢
体
不
自
由
で
、
国
民
年
金
法
１
級
程

度
の
障
が
い
が
あ
り
、
日
常
生
活
に
お

い
て
常
時
特
別
な
介
護
が
必
要
な
方

2016年４月号 141414

難病患者通院交通費補助金
対　象　特定疾患医療給付受給者証、指定疾患医療
受給者証、指定難病医療受給者証、小児慢性特定疾
病医療受給者証のいずれかをお持ちで難病の治療の
ため市外の病院等に通院している方、または慢性腎
不全のため人工透析を行っている方で、市外の病院
等に通院している方（吉田地区、大滝地区、荒川地
区在住の場合、秩父地区の病院等に通院している方
も対象）
※ 自動車等燃料費補助金を受給されている方、生活
サポート事業を利用されている方は対象外
補助額　電車またはバスを利用した場合、運賃の２
分の１の額。
　自家用車を利用した場合、通院にかかる距離１㎞
あたり４円。
請求期間　４月～７月分は８月中に、８月～11月分は
12月中に、12月～３月分は平成29年４月中に申請
申請方法　次の書類を持って窓口へお越しください。
①各種医療受給者証または特定疾病療養受療証
② 医療機関発行の領収書等、通院記録を証明できる
もの
③補助金振込先口座の名義・番号がわかるもの
④印鑑

福
祉
手
当
・

福
祉
医
療
費

障
が
い
者
の
た
め
の



犬のふんの後始末を！動物のふん・尿の適正処理は埼玉県条例により、
飼い主に義務づけられています。散歩の際には必ず持ち帰りましょう！

東日本大震災、
東北被災三県（岩手・宮城・
福島）がんばっています！

　東日本大震災から
５年が経過し、被災
地の復興は徐々にで
はありますが進んで
います。しかし、今
もなお東北被災三県

産品に対する風評被害が残ってい
るとの情報もあります。
　産品の購入や観光地へ訪れるこ
となどが復興への支援につながり
ます。被災地を応援しましょう！
問秘書広報課☎２２－２５０５

在
宅
重
度
心
身
障
害
者

自
動
車
等
燃
料
費
補
助
金

　補助金の利用
者増加に伴い、

より多くの対象者へ
補助金を給付できる
ように燃料上限量を
変更しました。
普通自動車
上限30ℓ→上限20ℓ
バイク
上限10ℓ→上限５ℓ

対

象

市
内
在
住
で
、
本
人
ま
た
は

同
居
か
つ
同
一
生
計
の
親
族
所
有
の
自

動
車
等
を
自
ら
運
転
し
て
い
る
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
、
２
級
、
３

級
を
お
持
ち
の
方

②
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
、
２
級
、
３

級
を
所
持
す
る
視
覚
障
が
い
者
と
同

居
し
同
一
生
計
で
、
移
動
支
援
を
行

っ
て
い
る
方

③
療
育
手
帳
Ⓐ
、
Ａ
、
Ｂ
を
お
持
ち
の
方

④
療
育
手
帳
Ⓐ
、
Ａ
、
Ｂ
を
所
持
す
る

知
的
障
が
い
者
と
同
居
し
同
一
生
計

で
、
移
動
支
援
を
行
っ
て
い
る
方

⑤
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
を

お
持
ち
の
方

※
秩
父
市
福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
券
、
難

病
患
者
通
院
交
通
費
補
助
金
を
交
付

さ
れ
て
い
る
方
は
除
き
ま
す
。

補
助
額　

使
用
燃
料
１
ℓ
に
つ
き
50
円

請
求
期
間

前
期
分
（
３
月
〜
８
月
）
は

９
月
10
日
ま
で
、
後
期
分
（
９
月
〜
平

成
29
年
２
月
）
は
平
成
29
年
３
月
10
日

ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
方
法

新
規
申
請
の
方
は
次
の
書
類

を
持
っ
て
窓
口
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

①
各
種
障
害
者
手
帳

②
運
転
免
許
証

③
自
動
車
検
査
証
ま
た
は
標
識
交
付
証

明
書

④
印
鑑

※
補
助
金
の
受
給
資
格
は
、
認
定
さ
れ

た
月
か
ら
発
生
し
ま
す
。

補装具、日常生活用具の自己負担
金助成制度が変更になりました
　４月より応能負担の観点から補装具
の交付、日常生活用具の給付に要する
自己負担金の助成を変更しました。
　これにより、低所得世帯（市・県民
税非課税世帯）を除く一般世帯（市・
県民税課税世帯）に助成していた自己
負担金の助成がなくなりました。制度
の変更へのご理解をお願いします。

　　　障害者差別解消法が施行されました！
　この法律は、国・県・市といった行政機関だけでなく、会社
やお店などの民間事業者でも「障がいを理由とする差別」をな
くし、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会
をつくることを目指しています。障害者差別解消法では「不当
な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が差別になり
ます。

こんなことが差別にあたります

不当な差別的取扱いの例
（正当な理由なく、サー
ビスの提供を拒否したり、
制限したり、条件を付け
たりするような行為）

・ 「障がいがある」という理由だけでスポーツクラブ
に入会できない。

・ 車いすを利用していることを理由に入店を拒否す
る。

　など

合理的配慮をしないこと
の例
（合理的配慮：障がいの
ある方が生活・活動する
のに妨げになる、物事や
決まりをできうる範囲で
変えていくこと）

・ 視覚障がい者の方に説明をするのに、読み上げを
しない。

・ 障がいのある方が大勢利用する施設なのに、スロ
ープの設置や段差解消がされない。

　など
※ ただし、合理的配慮はお金がかかり過ぎるような
場合は、ほかのやり方を求めることがあります。

　不当な差別的取扱いをすることは、行政機関も会社・お店な
ども禁止されています。合理的配慮は、行政機関は必ずしなけ
ればなりません。また、会社やお店は障がいのある人が困らな
いよう、できるだけ努力することが求められます。

４月１日～

15

「聴覚障がい者等災害時
援助用バンダナ」が完成!

　市では、地震などの災害が起
きた際に、聴覚障がい者に身に
着けていただくことで、周囲に
耳が不自由であることを周知し
支援を求めたり、また、手話がで
きる方が聴覚障がい者への支援が
可能なことを周知するために作成
しました。
　バンダナの配布については、
障がい者福祉課へお問い合わせ
ください。


